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　管理業務主任者本試験まで残りわずかとなってきました。本試験へ向けてラストス
パートをかける時期です。この直前期の学習で重要なことは、今年の本試験で出題が
予想される論点をマスターしておくことです。そこで、その要望にお応えするため、
本書を制作しました。

　管理業務主任者試験は、出題範囲が民法、管理委託契約書等の契約関係、区分所有
法や標準管理規約などのマンション管理、建築基準法・水道法・設備関係などの維持
保全、税会計、さらにはマンション管理適正化法と非常に多岐にわたります。受験生
の方にとっては、 1つの試験なのに科目によってはまるで方向性の異なる勉強を求め
られるため、苦戦される方も多いかと思います。さらには、個数問題や組合せ問題と
いった、単純な「四肢択一」ではない出題形式も、受験生の方にとって厚い壁となっ
ていることでしょう。
　しかし、それぞれの科目の主要な問題は、決して難問というわけではないため、過
去に出題された基本的な論点を確実に解答できれば、合格には十分なのです。

　本書は過去の出題論点や、ここ数年の出題傾向、最新の法改正情報を記載し、その
中から特に出題可能性の高い論点を50のチェックシートに分類しました。この50の
チェックシートを１週間でマスターできるように編集するとともに、受験生の方が陥
りやすい間違いをイラストや図表にしたり、「　　　　」や「　　　　　」などのア
イコンで解説をしたりと、短期間で知識の復習と横断整理ができるような構成として
います。

　これから本試験までの短い期間をどれだけ有効に使えるかが、合否を左右すると
いっても過言ではありません。合格に必要な知識をできるだけ多く、そして正確に覚
えるため本書を活用し、受験される皆様が合格を勝ち取れますよう、心よりお祈りし
ております。

 令和７年７月
 ＴＡＣ管理業務主任者講座

1 解ける覚え方1 解ける覚え方

はしがき
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民法・区分所有法その他1日目

　共有に関する問題は、Ｈ17年、19年、21年､26年､28年､29年、R6年で出題されている。
令和 5年度に大幅な改正があったので未出題の改正点に注意しよう。

●共有者の持分

共有持分の割合 共有者間で定めがない場合、各共有者の持
分は平等と推定される。

共有持分の譲渡等の処分 各共有者が単独で行うことができる。

共有者の１人が相続人がいないまま死亡し
たり、自己の持分を放棄した場合

その持分は他の共有者にその持分に応じて
帰属する。

共有物の使用 共有者は共有物の全部について持分に応じ
た使用ができる。
解ける覚え方  持分の少ない共有者に対し、

当然には共有物の明渡しを請
求できない。

●共有物の保存・管理・変更

管理等の種類 要件 具体例

保存行為◯◯❶ 各共有者が単独で可能 不法占有者への明渡請求

管理行為 共有持分の価格の過半数 共有物管理者の選任・解任
賃貸借契約の解除
短期の賃貸借契約の締結❷

軽微変更行為 共有物の修繕等で形状・効用の著しい
変更を伴わないもの

重大変更行為 共有者全員の同意 共有物の売却、共有物の増改築等で形
状・効用の著しい変更を伴わないもの
を除いたもの

1 不法占有者等への損害賠償請求は、各共有者が持分に応じて行う。
　➡保存行為として、他の共有者の分も損害賠償請求することはできない。

2 ①樹木の植栽・伐採のための山林の賃借権等⇒10年以下⎫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜共有持分の価格の
②上記①の賃借権等以外の土地の賃借権　⇒５年以下　⎬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜過半数で締結可能
③建物の賃借権等⇒ 3 年以下　　　　　　　　　　　　⎭

今年のヤマ今年のヤマ

前フォーカス前フォーカス前フォーカス直直直

共　有
5

iv

本書の特長と利用の仕方

理由の説明や発展的な
重要ポイント、問題解
決のための着眼点など
を記載しています。本
文とともにしっかり読
み進んでください。

コメント

解答に役立つ視点から
の覚え方が記載されて
います。実践的に覚え
ることができます。

解ける覚え方

各項目の簡単な内容や
考え方、最後に覚えて
おくべきポイント、ヤ
マである根拠などを記
載しています。今年の
本試験にポイントを
絞った最終確認と記憶
ができます。

直前フォーカス

今年の本試験に出題される可能性の高い事項を図表で
整理しました。必要に応じて具体的なケースを念頭に
置きながら、ポイントを押さえることができるように
記載しています。ここに記載されている事柄は、最低
限確認しておきましょう。本試験で、きっと役に立つ
はずです。またキーワードは赤ゴシック表記になって
いますので、どんどん覚えていきましょう。

本文
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遅延損害金等の
充当先

遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納
金は、通常の管理費用に充当する。

●管理費等の過不足
　管理費等の過不足については、以下のように取り扱う。

収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合 その余剰は翌年度における管理費に充当する。

収支決算の結果、管理費等に不足を生じた
場合

管理組合は組合員に対してその負担割合に
より、その都度必要な金額の負担を求める
ことができる。

●帳票類の作成・保存

① 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管
し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面・電磁的方法による請求があったとき
は、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。

② 理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利
害関係人の理由を付した書面・電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧
させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定
することができる。

③ 理事長は、管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の
理由を付した書面・電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報
を記入した書面を交付（又は電磁的方法による提供）することができる。この場合に
おいて、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

●区分所有者の所在等の探索　 法改正

区分所有者の
所在等の探索

区分所有者が必要な届出を行わないことにより、敷地及び共用部分等の
管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理
事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができる。

費用の請求 ①理事長は、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等
を加算して、当該区分所有者に請求することができる。

②弁護士費用等及び探索に要した費用に相当する収納金は、通常の管理
に要する費用に充当する。

 
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における
修繕積立金として積み立てる｡ （H24年－13）

翌年度における管理費に充当される。 ×

今年のヤマ今年のヤマ
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v

今年の本試験でそのまま出題され
てもおかしくない過去の本試験の
問題を掲載しています。各チェッ
クシート学習の締めくくりとして
解いてみましょう。

この過去問に注意

直近に法改正が行われ、
その内容が今年の本試
験から出題範囲となる
箇所です。

法改正

今年の本試験で狙われ
そうな箇所を示してい
ます。

今年のヤマ
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民法・区分所有法その他1日目

1

　制限行為能力者制度は、Ｈ17年、23年、28年､ Ｒ2､ 5年に出題されている。取
消しの対象となる行為や保護者の権限等がよく出るので注意しよう。

●制限行為能力者の法律行為の効果

原則 例外

未成年者 単独でできない
（取り消し得る）。

①取消し　　　　　　　　　　　　
②単に権利を得、義務を免れる行為
 単独でできる。
③許可を受けた営業
④処分を許された財産の処分

成年被後見人 単独でできない
（取り消し得る）。

①取消し
　 　 　 　 　　

単独でできる。
②日用品の購入

被保佐人 単独でできる。 不動産（マンション）の権利の得喪を目的とする行為
（売買等）、新築・改築・増築・大修繕、マンションの
３年を超える賃貸借等の重要な財産上の行為は単独で
できない（取り消し可能）

被補助人 単独でできる。 重要な財産上の行為のうち補助人の同意が必要とされ
た行為は、単独でできない（取り消し可能）。

●保護者の権限 ○…有する　×…有しない　△…審判により付与　※…同意権を取得すると付与

代理権 同意権 追認権 取消権

親権者等 ○ ○ ○ ○

成年後見人 ○ ◯◯❶ × ◯◯❷ ○ ○

保佐人 △ ○ ◯◯❸ ○ ○

補助人 △ △ 　△※ 　△※

1 成年後見人が居住用の建物・敷地を売却等する場合は、家庭裁判所の許可が必要。

2 「成年後見人には同意権がない」＝「成年後見人が同意しても、契約等が有効に
確定しないので、まだ取り消せる」ということである。

前フォーカスフォーカス前フォーカスフォーカス前フォーカス直直直

制限行為能力者
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3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害
するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人
の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

●制限行為能力者の相手方の催告権

取引の相手方 催告の相手方 確答なき場合の効果

未成年者 法定代理人（親権者等） 追認

成年被後見人 後見人 追認

被保佐人 被保佐人本人 取消し

保佐人 追認

被補助人 被補助人本人 取消し

補助人 追認

●制限行為能力者の詐術

制限行為能力者自身が詐術を用いて取引をしたような場合、その法律行為は取り消すこ
とができなくなる。

 
成年被後見人であるＡが、マンションの一住戸甲を第三者に売却した場合に、
Ａが成年後見人Ｂの事前の同意を得ていたときは、Ａは、甲の売買を取り消す
ことができない。 （R 2 年－ 3）

成年後見人は同意権を有さないので、同意をしても甲の売買は有効に
確定せず、Aはまだ取り消すことができる。 ×

解ける覚え方 制限行為能力者が、単に制限行為能力者であることを黙秘してい
ただけでは詐術にあたらない。ただし、自らが行為能力者である
ことを信じさせるため、制限行為能力者であることを黙秘してい
たことが、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤
信を強めたものと認められる場合には、制限行為能力者はその行
為を取り消すことができない。

解ける覚え方 制限行為能力者が、単に制限行為能力者であることを黙秘してい
ただけでは詐術にあたらない。ただし、自らが行為能力者である
ことを信じさせるため、制限行為能力者であることを黙秘してい
たことが、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤
信を強めたものと認められる場合には、制限行為能力者はその行
為を取り消すことができない。

答答

制
限
行
為
能
力
者

1
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　意思表示では、第三者の取扱いを絶対に注意しなければならない。無効や取消
しを対抗（主張）できるのか否かをしっかりと覚えよう。

●意思表示等

当事者間の効力 第三者に主張できるか

制限行為
能力者

取り消すことができる。 善意の第三者にも取消しを主張でき
る。

公序良俗
違反

無効 善意の第三者にも無効を主張でき
る。

心裡留保 原則：有効
例外： 相手が悪意又は有過失の場合は

無効

善意の第三者には無効を主張できな
い。

虚偽表示 無効 善意の第三者には無効を主張できな
い。
※ 善意であればよく、過失があって
もよい。
　引渡しや登記は不要

錯誤 取り消すことができる。 善意・無過失の第三者には取消しを
主張できない。

詐欺 取り消すことができる。
第三者詐欺の場合、相手方が悪意又は
有過失でないと取り消せない。

善意・無過失の第三者には取消しを
主張できない。

強迫 取り消すことができる。
第三者強迫の場合、相手方が善意無過
失でも取り消せる。

善意・無過失の第三者にも取消しを
主張できる。

今年のヤマ今年のヤマ

前前フォーカスフォーカス前フォーカスフォーカス前フォーカス直直直

意思表示
2
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●錯誤による取消し

対象とな
る錯誤

① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤（表示の錯誤：書き間違えや言い間違
え）
　　例）乙土地を売りたいのに、甲土地を売ると表示した。
② 表意者が法律行為の基礎とした事情（動機等）についてのその認識が真実
に反する錯誤（動機の錯誤）
　　例）再開発等で土地の値段が上がると誤解して契約した。
　※ 上記のうち②は、事情が法律行為の基礎とされていることが表示されて
いたときに限られる。

要件 ① 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである
こと
②表意者に重大な過失のないこと
　※ア）相手方が表意者に錯誤があることを知っていた時
　　イ）相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失に
　　　よって知らなかった時
　　ウ）相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時

 
Ａが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Ｂと売買契約を締結した
場合に、Ｂがその真意を知り、又は知ることができたときは、Ａは、Ｂに対し
て当該契約の無効を主張することができる。 （R 3 年－ 1）

心裡留保は原則有効であるが、相手方がその真意を知り（悪意）、又
は知ることができた（有過失）ときは無効となる。 〇

 
Ａが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Ｂと通謀して売買契約を
締結し、所有権移転登記を済ませた後に、ＢがＡに無断で、その事情を知らな
い第三者Ｃに甲を転売した場合に、Ｃにその事情を知らないことについて過失
があるときは、Ａは、Ｃに対して、虚偽表示による当該売買契約の無効を主張
することができる。 （R 3 年－ 1）

相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、善意の第三者に対抗す
ることができない。第三者は善意であればよく、無過失までは求めら
れていない。 ×

表意者に重
大な過失が
あっても取
り消せる

表意者に重
大な過失が
あっても取
り消せる

答答

答答
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示
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民法・区分所有法その他1日目

　Ｈ22年～30年、Ｒ３年で、代理の規定、特に無権代理から出題されている。管
理組合の管理者が代理人となる場合に、どのような要件を満たす必要があるのか
に注意しよう。

●代理の要件と効果

要件

①代理権の授与 本人から代理人に対して代理権の授与があること。ないと無権代理
となる。
　※ 制限行為能力者であっても代理人になれるが、これを理由に取

り消せない（任意代理の場合）。
②顕名 代理人が相手方に対して代理人であると示すことを顕名という。

　※顕名をしなかった場合
原則：代理人と相手方の間に契約の効力が発生
例外： 顕名がなくても相手方が代理人であることを知ってい

た（悪意）又は知らなかったことに過失がある場合
は、本人と相手方の間に契約が成立

③ 代理人の代理行
為

代理人が相手方と契約等をすることが必要となる。
代理行為の瑕

か

疵
し

（錯誤や詐欺等）については、原則として、代理人
を基準に判断する。 

1 ・ 代理の効果は、本人と相手方の間に直接発生する。つまり、代理人には、代金
の支払や商品の引渡しといった契約上の義務は発生しない。

・契約の取消権等は本人に帰属する。

A

B C

（本人）
直接本人に効果帰属

①代理権の授与

②顕名

（代理人）
③代理行為

（相手方）

◯❶

A

B C

（本人）
直接本人に効果帰属

①代理権の授与

②顕名

（代理人）
③代理行為

（相手方）

◯❶

前フォーカスフォーカス前フォーカスフォーカス前フォーカス直直直
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